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����事業などに参加する場合は、マスクの着用など感染症対策を忘れずに
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募

集

参
議
院
議
員
選
挙
の
立
会
人
等
の
募
集

７
月
25
日
の
任
期
満
了
に
伴
う
参
議
院
議

員
選
挙
の
立
会
人
等
を
募
集
し
ま
す
。

立
会
人

投
票
事
務
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、

投
票
事
務
全
般
に
立
ち
会
い
ま
す
。

応
募
資
格

18
～
29
歳
で
、
羽
村
市
の
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
健
康
な
方

立
会
日
時
お
よ
び
場
所

◆
期
日
前
投
票
所
（
羽
村
市
役
所
分
庁
舎
）

…
選
挙
の
公
示
日
の
翌
日
か
ら
投
票
日
の

前
日
（
１
日
単
位
）
の
午
前
８
時
30
分
～

午
後
８
時

◆
当
日
投
票
所
（
市
内
10
投
票
所
）
…
選
挙

の
投
票
日
の
午
前
７
時
～
午
後
８
時

報

酬

期
日
前
投
票
所
１
万
４
５
０
０

円
、
当
日
投
票
所
１
万
６
５
０
０
円

※
交
通
費
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。

選
考
方
法

履
歴
書
に
よ
る
選
考

事
務
従
事
者
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）

投
票
所
の
受
付
事
務
等

応
募
資
格

18
歳
以
上
の
健
康
な
方

勤
務
日
時
お
よ
び
場
所

◆
期
日
前
投
票
所
（
羽
村
市
役
所
分
庁
舎
）

…
選
挙
の
公
示
日
の
翌
日
か
ら
投
票
日
の

前
日
（
前
半
・
後
半
の
交
代
制
）

※
前
半
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後
２
時
、

　
　
後
半
…
午
後
２
時
～
８
時

◆
当
日
投
票
所
（
市
内
10
投
票
所
）

…
選
挙
の
投
票
日
前
日
（
土
曜
日
）
の
午

後
１
時
～
４
時
頃
（
投
票
所
の
設
営
作
業
）

…
選
挙
の
投
票
日
当
日
（
日
曜
日
）
の
午

前
６
時
30
分
～
午
後
９
時
頃

報
酬
（
時
給
）

１
０
５
０
円
（
当
日
投
票

所
勤
務
は
超
過
勤
務
手
当
あ
り
）

選
考
方
法

会
計
年
度
任
用
職
員
の
登
録
と

面
接

申
込
み

５
月
20
日
㈮
ま
で
に
、
郵
送
ま
た

は
直
接
、
履
歴
書
等
を
、
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
へ
（
余
白
欄
な
ど
に
勤
務
可
能

日
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

送
付
先
・
問
合
せ

選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
�

681

〒
２
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緑
ヶ
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30

羽
村
市
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局

宛

市
営
住
宅
入
居
登
録
者
募
集

令
和
４
年
度
中
に
市
営
住
宅
に
空
き
家
が

で
た
場
合
、
希
望
者
が
す
ぐ
に
入
居
で
き
る
よ

う
に
、
あ
ら
か
じ
め
入
居
の
順
番
を
抽
選
で
決

定
し
、
登
録
す
る
も
の
で
す
。

申
込
資
格

申
込
者
本
人
が
２
年
以
上
市
内
に
居
住
し

て
い
る
こ
と
／
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

／
所
得
制
限
な
ど

※
詳
し
く
は
、
「
募
集
案
内
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
使
用
料
は
、
世
帯
の
所
得
に
よ
り
決
定
し

ま
す
。

申
込
み

５
月
６
日
㈮
～
16
日
㈪
に
、
直
接
、

市
役
所
２
階
建
築
課
へ

決
定
方
法

６
月
21
日
㈫
午
前
10
時
か
ら
、

市
役
所
２
階
２
０
３
会
議
室
で
公
開
抽
選

登
録
有
効
期
間

抽
選
日
～
令
和
５
年
３
月

31
日
㈮

募
集
案
内
の
配
布

配
布
期
間

５
月
６
日
㈮
～
16
日
㈪

配
布
場
所

市
役
所
２
階
建
築
課
・
１
階
案

内
・
地
下
１
階
警
備
員
室
前

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、
警
備
員
室
前
の
み

問
合
せ

建
築
課
維
持
管
理
係
�

252

■市営住宅一覧

 1　一般世帯用住宅

① 栄町団地（栄町 2-28-1） 3DK

② 玉川団地（玉川 2-9-4、5） 2DK

③ 美原団地（羽西 1-7-7） 3DK

④
間坂団地（羽加美 2-13-1、2）

3DK

⑤
羽加美団地（羽加美 1-1-4）

3LDK

 2　高齢者住宅

①
富士見平高齢者住宅（富士見平

1-2-29） 1DK

②
美原団地（羽西 1-7-6） 

1DK、2DK

③
羽加美団地（羽加美 1-1-4）

2LDK

 3　車いす使用者世帯住宅

①
羽加美団地（羽加美 1-1-4）

2LDK

3

 ▲選挙のめいすいくん

 ▲栄町団地
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講

演

講
演
会
「
防
災
情
報
の
収
集
方
法
」

近
年
、
全
国
各
地
で
豪
雨
災
害
が
頻
繁
に

発
生
し
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

梅
雨
時
期
な
ど
を
前
に
、
近
年
の
気
象

デ
ー
タ
の
紹
介
や
、
土
砂
災
害
・
水
害
な
ど

の
危
険
性
が
確
認
で
き
る
気
象
庁
の
「
キ
キ

ク
ル
（
危
険
度
分
布
）
」
の
活
用
方
法
な
ど

に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

日

時

５
月
28
日
㈯
午
後
２
時
～
３
時
30

分
（
開
場
：
午
後
１
時
30
分
）

会

場

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
３
階

ホ
ー
ル

講

師

松
野

裕
耶
さ
ん
（
東
京
管
区
気

象
台
職
員
）

定

員

１
８
０
人
程
度
（
申
込
多
数
の
場

合
は
抽
選
）

申
込
み
・
問
合
せ

５
月
23
日
㈪
ま
で
に
「
氏

名
、
連
絡
先
」
を
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
、
防
災
安
全
課
防
災
・

危
機
管
理
係
�
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へ

FAX
５
５
４

－

２
９
２
１

　
　s106000@city.hamura.tokyo.jp
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▲診療・検査医療機関の一覧
　東京都福祉保健局ウェブサイト
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 ▲松野裕耶さん

　市では、国の方針に基づき新型コロナワクチンの4回目接種に向けて準備を進めています。

　これに伴い、接種会場として使用しているスポーツセンター第2ホールを利用できない期間を次の

とおり延長します。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

　　変更前：7月31日㈰まで　　➡　　変更後：令和5年 3月31日㈮まで

　　※ワクチン接種事業の状況により変更になる場合があります。

　　　　　新型コロナウイルスのワクチン接種　その24

　　　　　　 新型コロナかも？と思った時の相談窓口
熱が出た！

どうしよう

ワクチン接種について…羽村市コロナワクチンコールセンター☎0570‐030207

　　電話受付…午前 9時～午後 5時（土・日曜日、祝日を含む）

　　※ 聴覚障害のある方など、電話での問合せが難しい方は FAX554-4767、電話リレーサービ

スを利用する場合は健康課（保健センター内）☎555-1111 � 627 ～ 630 へ

施設の貸出しについて…スポーツセンター☎555-0033（月曜日を除く午前 9時～午後 5時）

問
合
せ

 4回目の接種準備のため、スポーツセンターを利用できない期間を延長します

　1～2回目の接種を終えたあとに新型コロナウイルス感染症にかかった方が、3回目の接種を受け

るまでの間隔は、3か月を１つの目安とすることとなりました。

　体調が回復していて、本人が速やかにワクチン接種を希望する場合はこの限りではありませんが、

いずれの場合も、当日の接種の予診をする医師の判断となります。

　　※参考：厚生労働省「予診票の確認のポイントVer6.0（令和 4年 4月13日版）」

 3回目のワクチンを打つ前に、新型コロナウイルス感染症にかかったら…


